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1.はじめに

ネットワーク技術,センサ技術や携帯端末の高機能化
と普及に伴い,購買履歴や位置情報などさまざまな個人
情報を利活用するサービスが増加している.個人情報を
活用するサービスが展開されるうえで,サービス利用者
の個人情報保護やプライバシー保護に関する不安感や
不快感が存在する.このような不安感等は新規サービス
の展開の妨げになるという可能性が指摘されている [1].
サービス提供者がこのような不安感等を極力なくした
サービスを展開するには,個人情報を開示するときに不
安となる要因を特定し,できる限り排除すべきである.
消費者の不安となる要因を求めることは,消費者に適切
な個人情報開示の要求の指標となる.
そこで，本論文では人々が個人情報を開示するとき
に,開示する状況が意思決定の要因として,どの程度影
響を与えるかを定量的に求める手法を提案する.

2.個人情報開示度合
2.1.個人差と要因差
個人によって,サービスを利用することで得られる利
益の価値観が異なる.よって個人情報の開示要求が伴う
サービスにおいて,サービス利用者が個人情報の公開を
承諾するかどうかは,利用者によって異なる.また,個人
情報を開示することで,その漏えいや個人特定を気にす
る度合,個人情報が知られることが恥ずかしいと感じる
度合い,開示する労力を厭う度合いもサービス利用者に
よって異なる.
開示度は,個人情報の中の要因によっても変化する.
趣味嗜好よりも,メールの内容や手帳の内容など所有す
る情報を知られたくないと思う人が多い [2].さらに個
人情報は,親しい友人より顔見知りの人のほうが知られ
たくないと感じる人が多い [2].

2.2.先行研究
高崎ら [3]はオンラインサービスにおける消費者の個
人情報開示に関する消費者選好の要因と理由を明らか
にする実証的研究を提案した.文献 [3]では,オンライ
ンショッピング,ナビゲーションアプリ,健康支援サー
ビスを作成し,被験者に体験してもらったのち,消費者
のサービス利用意向値と利用意向の意思決定に及ぼす
要因をアンケートにより算出している.しかし,消費者
がサービスの利用意向の意思決定に及ぼす要因を定量
的に評価できていない.また,サービスの調査対象が限
定されており,さまざまなサービスの調査に対応できて
いない.そのため,個人情報開示の意思決定に及ぼす要
因を定量的に評価する必要がある.
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図 1: 手法全体図

また,個人情報を活用するサービスは多種多様であり,
多数あるサービスの個人情報開示の選好を調査できる
環境が必要である.

3.仮想体験による要因の推定
3.1.手法の全体像
本研究では、利用者にサービスを仮想体験させ、個
人情報開示の意思決定にかかる時間を計測することで、
意思決定に惑わす要因を推定する手法を提案する.
本手法では,サービス提供者は,サービスの仮想体験
ツールを作成する.仮想体験ツールでは,サービスの利
点が説明され,いかなる個人情報の開示が必要であるか
が利用者に示される.サービス提供者の労力を軽減する
ために,本研究では,仮想体験ツールを作成するための
オーサリングツールを開発する.
サービス利用者は,仮想体験ツールを使用していると
きに,サービスの利用に必要な個人情報を,開示しても
よいかを回答する.このときの個人情報を開示するかど
うかの意思決定にかかった時間を計測する.
意思決定にかかった時間から,個人情報開示の意思決
定を惑わす要因を求める. 個人情報開示の意思決定を
惑わす要因が明らかになることで,サービス提供者は,
サービスを提供するうえで,サービス利用者に適切な個
人情報を要求することができる.
3.2.個人情報の意思決定に及ぼす要因
個人情報開示の選好に差が出る.本研究では,サービ
ス利用者の個人情報開示の選好には次の 4つの指標に
よって差が出ると捉える.

1. 開示者の特徴
2. 個人情報の種類
3. サービスの分野領域
4. 受信者の特徴
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開示者の特徴とは,個人情報開示者の性別,年齢,職業,
家族構成などである.たとえば,若年者と年長者では年
長者のほうが個人情報の開示に慎重になる [3].また,性
別によっても,個人情報の開示への慎重さは異なると想
定される.
サービス提供者に開示される個人情報の種類には,電
話番号や住所などの連絡先,趣味嗜好,身体的特徴,さら
にメールの内容,手帳への記載事項,貯金額,スケジュー
ルなどの所有情報などがある.
サービス分野領域とは,ネットショッピングやナビゲー
ションサービスなどのカテゴリや,映画,本,音楽などの
サービスで扱うコンテンツの種類である.
受信者の特徴とは,個人情報を提供する相手の特徴で
ある. たとえば食物へのアレルギー情報を開示する場
合,医師,薬剤師,レストラン店員に開示する.医療関係
者,飲食店関係者など,開示する相手の職業や性別など
のプロフィールのことを受信者の特徴とする.
3.3.オーサリングツールを用いた仮想状況の構築
オーサリングツールの機能と,個人情報の開示度合の
計測に必要な 4つの指標を含めた仮想体験ツールの構
築方法について述べる.
サービス提供者はオーサリングツールにサービスの
分野領域と内容,使用する個人情報とその利用目的,個
人情報受信者の特徴を入力する.次に,3.1節で述べた要
因のうち, サービス提供者が知りたいサービス利用者
の特徴をオーサリングツールに入力する.オーサリング
ツールは入力された内容をもとに,サービス利用者が体
験できるサービスの仮想体験ツールを自動で生成する.
オーサリングツールが生成する仮想体験ツールは以
下のように動作する.まず,サービスの説明文や概要図,
使用する個人情報と利用目的と個人情報受信者の特徴
が表示される.サービス利用者には,提示されたサービ
スを利用するかどうかが YES/NOで問われる.そのあ
と,サービスの分野領域,受信者の特徴,個人情報の種類
のあらゆる組み合わせについて,個人情報を開示するか
どうかが問われる.
たとえば,スポーツジムを想定する.サービス利用者
の個人情報は,性別,年齢,職業,身長,体重,体の悩みと
する. ジムの会員にはインストラクタが各会員の個人
情報をもとに,その会員に最適なダイエットプログラム
や筋力トレーニングを提案する.前述の 4つの項目は,
サービスの提供者により,以下のように細分化される.

開示者の特徴: 性別,年齢,職業
個人情報の種類: 身長,体重,体の悩み
サービスの分野領域: ダイエットプログラムと筋力ト

　　　　　　　　レーニング
受信者の特徴: インストラクタの性別

本手法では,これらの要因のすべての組み合わせを考
え.その各々について,個人情報を開示するかを問い合
わせる仮想体験ツールがサービス利用者に個人情報を
開示するかを尋ねる.このような仮想体験ツールはオー
サリングツールが生成し,サービス提供者の負担を軽減
する.その結果から意思決定を惑わせる,一般化された
要因を推定する.

3.4.開示をためらう要因の推定
オーサリングツールが生成した仮想体験ツールは,ま
ず,サービス,使用する個人情報と利用目的,個人情報受
信者の特徴を利用者に説明する.利用者がこのサービス
を利用すると答えた場合,サービス提供者が設定した開
示者の特徴を入力してもらう.そして,サービスの分野
領域,受信者の特徴,個人情報のあらゆる組み合わせに
ついて,サービスに必要な個人情報を開示してもらえる
かをサービス利用者に一つずつ YES/NOで聞く.
たとえば,組み合わせの一つとして,ダイエットプロ
グラムを提案してもらうために,女性インストラクタに,
身長,体重,体の悩みを開示するかが利用者に尋ねられ
る.サービス利用者の回答時間は,個人情報を公開する
かを悩んでいる時間であると考えられる.
さまざまな要因から回答時間にもっとも影響する要

因を推定するため,重回帰分析を用いる.目的変数は仮
想サービスを利用した被験者の個人情報開示の意思決
定にかかった時間とする.説明変数は,個人情報開示者
の特徴,サービスの分野領域,個人情報受信者の特徴,開
示する個人情報の種類とする.
これらが個人情報開示の意思決定を惑わす要因であ

るとする.不特定多数の被験者の重回帰分析の結果から,
偏回帰係数の絶対値が大きい説明変数を個人情報開示
の意思決定を惑わす要因とする.
たとえば,多くの男性のサービス利用者は,女性のイ

ンストラクターに体の悩みを開示するかどうか意思決
定するのに時間がかかったとする.このとき,受信者の
特徴と体の悩みに大きな偏回帰係数が算出される.これ
により,男性のサービス利用者には,男性のインストラ
クタが相談にのるのが望ましいといえる.

4.おわりに

本論文では,サービスの仮想体験ツールを用いて,個
人情報開示の意思決定を惑わす要因を,意思決定にかか
る時間をもとに推定する手法を提案した.今後は,本手
法の有用性を検証していく予定である.
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